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第1条（目的）
本指針は、患者・利用者が医療・ケアに関する意思決定を行う際に、本人の意思を最大限尊重した支援を行うことを目的とする。

第2条（基本的考え方）
意思決定支援は、本人の自律尊重を原則とし、十分な情報提供と時間の確保のもとで行う。本人が意思決定できない場合は、家族等との協議を経て、本人の最善の利益を追求する。

第3条（対象）
本施設に入院・入所する患者・利用者、およびその家族等を対象とする。

第4条（担当職種と役割）
医師、看護師、社会福祉士（MSW）、薬剤師、管理栄養士、その他の多職種が連携して意思決定支援を実施する。

第5条（ACPの実施）
入院・入所時にACPシートを配布・説明し、意向の確認を行う。定期的な見直しを病状変化時、退院・退所前後、本人・家族の希望時に実施する。

第6条（記録と情報共有）
対話の内容・意思決定の経過をカルテ・ケアプランに記録し、多職種間で共有する。

第7条（倫理的問題への対応）
合意形成が困難な場合や倫理的な問題が生じた場合は、倫理委員会または医療倫理コンサルテーションに諮ることができる。

第8条（職員研修）
職員に対し、ACP・意思決定支援に関する研修を年1回以上実施する。

第9条（指針の見直し）
本指針は年1回、または診療報酬・介護報酬改定時に見直しを行う。
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